
（様式４）
平成２１年　　月　　日
山口市プレミアム付き共通商品券取扱申込及び同意書
山口市プレミアム付き共通商品券
発行事業推進協議会　　　　様
                       　           事業所名                         
　　　　　　　　　　　　　　　　　 
               　　　　   　　   　 代表者名                      　　           印
                                    (担当者名)
    　　　　　　　　　　            所在地
                          　        連絡先(TEL)
                      　   　   　　換金金融機関        　 銀行・信用金庫      　店・出張所
　山口市プレミアム付き共通商品券発行事業推進協議会が発行する「共通商品券」について、以下の内容に同意し、取扱事業所として申し込みます。
記
１　取扱事業所は、使用済みであることを明示するために、受領した商品券の裏面に店名を記入、押印しなければ、換金することができない。
２　取扱事業所は、前項の処理を行った商品券、取扱認定証、商品引換券支払い請求書及び各指定金融機関が指定した、預け入れ書類に必要事項を記入の上、山口銀行、西京銀行、山口信用金庫、西中国信用金庫のいずれかの預金口座のある山口市内の金融機関に提出しなければならない。
３　換金には、手数料５％（商品券１枚＝額面１，０００について５０円）を要するものする。また、換金時の支払いは、５％の手数料を差し引いた金額を入金するものとする。
　　
４　換金額の支払いは、商品券を提示した金融機関の預金口座に入金するものとし、現金での支払いはできないものとする。
　
５　換金日は、原則として毎月３日、１３日、２３日とし、入金は、当日または翌日とする。但し、換金日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、前営業日とする。
６　換金期限は、平成２１年１２月２２日（火）までとする。
７　商品券を単に現金化したり、自らの商品仕入等のために使用することはできないものとする。
８　換金性の高い商品（図書券、プリペイドカード、切手、印紙、他の商品券等）との交換はできないものとする。
９　つり銭は、支払わないものとする。
10　取扱事業所であることを表示するステッカーを店頭及びレジスター付近に表示すること。
11　取扱事業所は、この申込及び同意書を提出する場合、必ず控えをとること。
12  その他、山口市プレミアム付き共通商品券発行事業実施要領による。

